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TOPICS
► 国税局より公表されている注意喚起情報

► 会社が行う社員旅行の源泉徴収に関する注意事項

► 営利事業者が取次販売店または業務に関係する得意先を国内
外の旅行に招待するための費用の計上に関する注意事項

► 営利事業者が毎月定額給付による残業代を支払う場合には、
手当に該当するため、免税規定は適用できず、給与と合算して
源泉徴収する

► 営利事業者が商品の廃棄損失を確定申告する場合、適格な証
明資料を具備することにより損金算入することができる



Page 3
実際の当局の公表や法令は中文によっており、このJBS NEWS LETTERの日本語訳は参考訳となります。

実際の公表内容や法令及びその解釈との間に矛盾、或いは語義上の差異が生じる場合には、実際の内容
を正と致します。

JBS NEWSLETTER September 2019

公表元 財政部南区国税局

テーマ 会社が行う社員旅行の源泉徴収に関する注意事項

公表内容 営利事業者が従業員の労働意欲を向上させるため従業員福利として、「従業員
全員」が等しく参加できる国内外の社員旅行に支払った費用は、福利厚生委員
会を設立しているか否かを問わず、従業員の所得とはならない。但し、定額の
現金補助または「特定の従業員」のみを招待する場合には、当該従業員の所得
と認定し、規定に基づき源泉徴収票による申告を行うべきてある。

財政部南区国税局はさらに営利事業者が定額の現金補助あるいは特定の資
格に合致している従業員(例えば、一定の勤務年数に達している者、一定の職
位階層の者、一定の業績基準を達成した者等)に限定した社員旅行の参加に関

して支払った費用は、福利厚生委員会を設立しているか否かによって源泉徴収
申告の方法が異なると説明している。

法律に基づいて福利厚生委員会を設立しており、規定に従って福利厚生基金を
積み立てている場合には、当該従業員のその他所得となり、福利厚生委員会
が源泉徴収票を申告する。支払金額が福利厚生基金の支払基準を超過し、そ
の超過分を営利事業者が負担する場合は、営利事業者が従業員の給与に合
算して源泉徴収票を申告する。

福利厚生委員会を設立していない場合には、営利事業者の従業員への補助金
に該当し、従業員の給与に合算して源泉徴収票を申告する。

当局は、営利事業者が行う社員旅行は、楽しい旅行とすることと同時に源泉徴
収の関連規定を忘れないように、と注意喚起している。

公布日 2019-09-03

国税局より公表されている注意喚起情報①
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国税局より公表されている注意喚起情報②

公表元 財政部高雄国税局

テーマ 営利事業者が取次販売店または業務に関係する得意先を国内外の旅行に招
待するための費用の計上に関する注意事項

公表内容 財政部高雄国税京三民分局に先日、営利事業者から、会社が業務関係にある
得意先を旅行に招待するための費用はどのように申告するかについての電話
質問を受けた。当該分局は、営利事業者が取次販売店または業務に関係する
得意先を国内外の旅行に招待するための費用は、参加資格に一定の販売基準
の達成やその他の条件があるか否かによって、交際費あるいはその他費用とし
て申告すべきと回答した。

当該分局はさらに営利事業者が取次販売店または得意先を、一定の販売数量
または金額の達成を条件として旅行に招待する場合、当該費用の性質は販売
促進のための販売奨励金と類似しているため、実際に支出した金額をその他費
用に計上し、所得税法第89条第3項の規定に従い申告するものと説明している。

また、招待を受けた取次販売店または得意先に源泉徴収免除証を発行しなけ
ればならない。招待を受けた取次販売店または得意先は、その他収入またはそ
の他所得として営利事業所得額または個人総合所得額に算入し申告する。

一方、上述のような条件なく取次販売店または得意先を旅行に招待する場合、
支出額は交際費として申告する。但し、金額は所得税法第37条に規定する金
額を超過してはならない。

当該分局は、取次販売店または得意先の旅行費用は、その性質に従い計上し、
徴税機関による審査に提供することができるように、支出に関連する証明資料
(例えば、支出にかかる証憑や購買契約書)を保存することが、自社の税務上の
リスクを軽減するものであると注意喚起している。

公布日 2019-09-02

JBS NEWSLETTER September 2019
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国税局より公表されている注意喚起情報③

公表元 財政部台北国税局

テーマ 営利事業者が毎月定額給付による残業代を支払う場合、手当に該当するため、
免税規定は適用できず、給与と合算して源泉徴収する

公表内容 財政部台北国税局によると、営利事業者が従業員に対し、残業の有無や残業
時間数に関わらず、毎月一律で定額の残業代を支払う場合、当該支給額は手
当の性質に該当し、給与と合算して源泉徴収しなければならない。

当局によると、財政部69年6月12日台財税第34657号令の規定により、従業

員が業務の必要上、平日の勤務時間以外の延長勤務時間に基づき受取った残
業代は、労働基準法第32条第2項規定の基準を超過していない場合には、所
得税法第14条第1項第3類第2款の但書の規定である所得税免税を適用でき、

源泉控除も免除する。但し、残業の有無や残業時間数に関わらず、毎月一律で
定額の残業代を支払う場合には、同条款に規定する手当に該当することとなり、
給与と合算して源泉徴収しなければならない。免税の規定は適用できない。

当局の説明例では、A社の2018年度の甲氏の月額給与は100,000元、毎月
定額の残業代が25,000元あったとする。A社は各類所得源泉徴収率標準に基
づき、100,000元のみ源泉徴収を行っているものとする。審査において、甲氏
の残業の有無や残業時間数の多少に関わらず、A社が毎月定額残業代
25,000元を給付していることが発見された。上記解釈令の規定に従い、A社が

源泉徴収税の規定に従っていないため、過少税額の納税及び源泉徴収の追加
申告を期限内に行うほか、過少納税額の1倍以下の罰金が徴収される。

当局は、営利事業者が従業員に対し、残業の有無や残業時間数の多少に関わ
らず、毎月一律に定額の残業代を支払う場合は手当に該当し、給与と合算して
源泉徴収しなければならないことを注意喚起している。

公布日 2019-08-13

JBS NEWSLETTER September 2019
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国税局より公表されている注意喚起情報④

公表元 財政部高雄国税局

テーマ 営利事業者が商品の廃棄損失を確定申告する場合、適格な証明資料を具備す
ることにより損金算入することができる

公表内容 財政部高雄国税局によると、営利事業者が商品または原料、副材料、仕掛品
等を期限超過、変質、破損または滞留によって販売、製造や加工ができないな
どの理由で廃棄する場合、下記のいずれかの方法により廃棄に関する証明資
料を入手することにより、損金算入が可能となる。

①会計士による実地棚卸による物品の廃棄の監督に関する監査報告
②会計士による年度の法人所得税税務監査報告
③廃棄事実発生後30日以内に廃棄物品の明細を作成し、担当徴税機関へ物

品の廃棄を検査する人員の派遣を要請する
④事業主管機関が物品廃棄を監督したことの証明文書の入手

当局によると、管轄内のある食品会社の2017年度の決算確定申告の審査に
おいて、180万元（新台湾ドル：以下同様）の商品廃棄損失を申告していること

を発見した。当該会社の説明によれば、滞留商品が期限超過によって変質して
しまったため、販売が不可能となり、自社で廃棄し商品廃棄損失を計上した。し
かし、当該会社は廃棄の事実発生後30日以内に廃棄した商品の明細を作成し、

担当徴税機関へ物品の廃棄を検査する人員の派遣を要請していない。また、事
業主管機関より物品の廃棄を監督したことを示す証明資料も入手していない。
会計士による実地棚卸による物品の廃棄の監督に関する監査報告等の商品廃
棄の事実を証明する資料も提出できないため、当局はその廃棄損失を否認し、
30万元あまりを追加課税した。

当局は、このような一過性の税法規定への違反によって費用または損失を否認
され、追加課税され租税権益に影響することを避けるため、営利事業者は商品
廃棄損失を申告する際に関連法令の規定に留意すべきであると注意喚起して
いる。

公布日 2019-08-13

JBS NEWSLETTER September 2019
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